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(57)【要約】
【課題】ライブ像のみの表示と、ライブ像と一定時間前
の動画を並べた表示を、切り替えて表示できる超音波画
像診断装置を提供する。
【解決手段】送受信手段００２が受信したデータに基づ
いて超音波画像を生成する画像生成手段００３と、生成
された超音波画像を画像生成手段００３から受け、前記
超音波画像の動画を実質的にリアルタイムに表示手段０
１１に表示させる表示制御手段００８と、記憶手段００
５と、生成された超音波画像を次々と記憶手段００５に
記憶させる書込手段００４と、記憶手段００５に記憶さ
れている指定された所定時間前の超音波画像の過去画像
を読み出す読出手段００６と、ユーザからの入力を受け
て、表示手段０１１への表示を、超音波画像の動画の実
質的なリアルタイムの表示又は、超音波画像の動画の実
質的なリアルタイムの表示及び過去画像の動画の表示の
双方の表示、いずれかに切り替える切換手段００７とを
備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブと、
　前記超音波プローブを介して被検体を超音波で走査し受信する送受信手段と、
　前記送受信手段が受信したデータに基づいて超音波画像を生成する画像生成手段と、
　前記生成された超音波画像を前記画像生成手段から受け、前記超音波画像の動画を実質
的にリアルタイムに表示手段に表示させる表示制御手段と、
　記憶手段と、
　前記生成された超音波画像を順次前記記憶手段に記憶させる書込手段と、
　前記記憶手段に記憶されている指定された時間前の前記超音波画像である過去画像を読
み出す読出手段と、
　ユーザからの入力を受けて、前記表示手段への表示を、前記超音波画像の動画の実質的
なリアルタイムの表示又は、前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示及び前
記過去画像の動画の表示の双方の表示、いずれかに切り替える切換手段と
　を備えることを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記書込手段は、前記記憶手段における所定容量を超過した前記超音波画像を古い順に
消去していくことを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　前記読出手段は、ユーザからの秒数又は心拍数の指定を受けて、該秒数前の過去画像又
は該心拍数前の過去画像を読み出すことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の超音
波画像診断装置。
【請求項４】
　前記切換手段が、前記表示手段に前記生成した直後の超音波画像の動画及び前記過去画
像の動画双方を表示させている場合に、
　前記表示制御手段は、ユーザからの指示を受けて前記表示手段における前記超音波画像
の動画を実質的にリアルタイムに表示させる表示位置と前記過去画像の動画の表示位置と
を入れ替えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一つに記載の超音波画像診断装
置。
【請求項５】
　前記記憶手段は、第１記憶手段及び前記第１記憶手段より読み書きの速度が遅く容量の
大きい第２記憶手段とを有し、
　前記書込手段は、前記生成された超音波画像を順次前記第１記憶手段に記憶させ、該第
１記憶手段の所定容量を超過した前記超音波画像を古い順に前記第２記憶手段に移し、該
第２記憶手段の所定容量を超過した前記超音波画像を古い順に消去していく
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項６】
　コンピュータに、
　超音波プローブを介しての被検体を走査して得られたデータを受けて超音波画像を生成
させ、
　前記生成された超音波画像を前記記憶手段に順次記憶させ、かつ所定容量を超過した前
記超音波画像を古い順に消去させ、
　前記記憶手段に記憶されている指定された時間前の前記超音波画像である過去画像の読
み出しを実行させ、
　ユーザからの指示を受けて、前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示又は
、前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示及び前記過去画像の動画の表示の
双方の表示、いずれかに切り替えて表示手段へ表示させる
　ことを特徴とする超音波画像診断プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、生成された直後の超音波画像の動画であるライブ像を表示中に一定時間前の
超音波画像の動画を表示する超音波画像診断装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像診断装置は、超音波パルスの反射法により、被検体の体表から体内の所望部
位に向けて超音波パルス（信号）を照射し、その部位から反射波の情報を用いて軟部組織
の断層像や血流情報を無侵襲に得るものである。この装置は、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴス
キャナ、ＭＲＩ、核医学診断装置などの他の画像診断装置に比べると、小型で安価、リア
ルタイム表示が可能、Ｘ線などの被爆がなく安全性が高い、血流イメージングが可能とい
った特徴を持ち、心臓、腹部、泌尿器、及び産婦人科などでの診断で広く利用されている
。
【０００３】
　このような超音波画像診断装置では、近年、心筋虚血の診断や腫瘍の早期発見のため、
造影剤を用いることにより、血流信号を増強して組織灌流の様子などをより効果的に映像
化する造影撮影の技術が知られている。そして、この造影撮影としては、生体内の反射信
号に含まれる二次高調波を用いて画像構成を行う「コントラスト・ハーモニック・イメー
ジング（Ｃｏｎｔｒａｓｔ　Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｉｍａｎｇｉｎｇ：ＣＨＩ）や、造影剤
が操作面に行き渡ったタイミングで超音波を間欠的に走査することで造影剤を高感度に映
像化する「フラッシュ・エコー・イメージング（Ｆｌａｓｈ　Ｅｃｈｏ　Ｉｍａｇｉｎｇ
：ＦＥＩ）」ものがある。
【０００４】
　また、その他の検査の方法として、超音波画像診断装置により心臓の機能を診断する場
合には、患者（以下、被検体と呼ぶ。）に対して運動負荷あるいは薬物負荷を与えた状態
で収集した超音波画像を用いて心筋の運動機能を評価するストレス検査などがある。
【０００５】
　これらの、超音波画像診断方法では、現在の対象部位の画像と、数秒前の対象部位の画
像を比較しながら検査を行ったほうが効率がいい検査がある。例えば、連続的に画像を取
得していくような造影検査の場合には、ある一定の時間のうちにどのくらい造影剤により
対象部位が染まったのかを比較することで、検査の終了や造影剤の注入の終了などの時間
がコントロールできるし、ストレス検査の場合には、ある一定時間前の負荷を掛けた状態
と現在の負荷を掛けた状態を比較することで、負荷による対象部位の経時変化の様子を参
照しながら把握することが重要である。
【０００６】
　さらに、通常の超音波画像診断においても、生成した直後の超音波画像の動画（以下、
この画像を「ライブ像」と呼ぶ）を実質的にリアルタイムで表示させているときに見落と
しなどが発生することがある。ここで、実質的にリアルタイムで表示させるとは、超音波
画像を生成するのとほぼ同時に該超音波画像を表示手段に表示させることを言う。すなわ
ちこの場合、少し前に収集した見落とし時の画像とライブ像を比較して現在の状況の確認
を行う必要がある。
【０００７】
　しかし、以上のような一定時間前の画像を比較したい場合がある検査においても、通常
は画面上にライブ像のみの表示をすることで、大きな画像で対象部位の観察がおこなえ、
より細かく観察ができる。したがって、画像を比較するときだけ、ライブ像と一定時間前
の動画を並べて表示したほうが効率的である。
【０００８】
　この点、従来は、超音波画像をライブで表示させているときに、その超音波画像のライ
ブ表示と同時に一定時間前の動画を並べてリアルタイムで確認することができなかった。
このため、同一検査においてライブ像と過去の画像を比較したい場合、ある程度の時間が
経過した後、超音波画像の表示をフリーズさせ、参照すべき画像を表示させて比較する（
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例えば、特許文献１参照）必要があった。このフリーズによる比較画像の表示方法は、シ
ネメモリの中に一時保存されている静止画像を表示するものであり、フリーズさせた後、
フリーズモードに遷移させ比較画像の表示を行ったり、画像を保存しておいて、フリーズ
させ、保存画像を表示させたりするものであった。
【０００９】
　しかし、リアルタイムで連続的に撮影された画像では、そのライブ表示をフリーズさせ
た後、参照すべき画像をピックアップする操作が必要となるため、操作者にとっては大変
面倒で煩雑であるといった不都合があった。
【００１０】
　そこで、一定の間隔で画像を観察することが重要な画像診断装置において、画像をフリ
ーズさせるとことなく、参照したい画像と比較して診断を行える超音波画像診断装置（例
えば、特許文献２参照。）が提案されている。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－１２６１８７号公報
【特許文献２】特開２００４－５７３５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、特許文献２に記載の超音波画像診断装置は、常にサムネイル画像を表示し続け
ているため、通常の検査時においてライブ像の画像が小さくなり見難くなってしまう。さ
らに、特許文献２におけるサムネイル画像は完全に記憶手段の中に保存されたものを表示
するのであり、一時記憶されている動画を出力するものではなく、大規模な記憶領域が必
要になる。
【００１３】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ライブ像のみの表示と、ライブ
像と一定時間前の動画を並べた表示を、切り替えて表示できる超音波画像診断装置を提供
することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の超音波画像診断装置は、超音波プローブ
と、前記超音波プローブを介して被検体を超音波で走査し受信する送受信手段と、前記送
受信手段が受信したデータに基づいて超音波画像を生成する画像生成手段と、前記生成さ
れた超音波画像を前記画像生成手段から受け、前記超音波画像の動画を実質的にリアルタ
イムに表示手段に表示させる表示制御手段と、記憶手段と、前記生成された超音波画像を
順次前記記憶手段に記憶させる書込手段と、前記記憶手段に記憶されている指定された時
間前の前記超音波画像である過去画像を読み出す読出手段と、ユーザからの入力を受けて
、前記表示手段への表示を、前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示又は、
前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示及び前記過去画像の動画の表示の双
方の表示、いずれかに切り替える切換手段とを備えることを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項６に記載の超音波画像診断プログラムは、コンピュータに、超音波プローブを介
しての被検体を走査して得られたデータを受けて超音波画像を生成させ、前記生成された
超音波画像を前記記憶手段に順次記憶させ、かつ所定容量を超過した前記超音波画像を古
い順に消去させ、前記記憶手段に記憶されている指定された時間前の前記超音波画像であ
る過去画像の読み出しを実行させ、ユーザからの指示を受けて、前記超音波画像の動画の
実質的なリアルタイムの表示又は、前記超音波画像の動画の実質的なリアルタイムの表示
及び前記過去画像の動画の表示の双方の表示、いずれかに切り替えて表示手段へ表示させ
ることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
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　請求項１に記載の超音波画像診断装置又は請求項５に記載の超音波画像診断プログラム
は、超音波画像生成とほぼ同時に表示される該超音波画像の動画、すなわち実質的にリア
ルタイムで表示されるライブ像を参照しながら検査を行っている最中に、切り替えにより
ライブ像と一定時間前の動画の双方を同時に表示することができる。これにより、通常は
ライブ像のみを表示させて大きな画像で詳細な部分までを確認し、必要なときに一定時間
前の動画とライブ像を比較して検査を行うことができ、効率的な超音波画像診断が可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
〔第１の実施形態〕
　以下、この発明の第１の実施形態に係る超音波画像診断装置について説明する。図１は
本発明に係る超音波画像診断装置の機能を表すブロック図である。図１における実線の矢
印はデータのやり取りを表わし、点線の矢印は制御信号を表わしている。ここで、実行制
御手段０１２はＣＰＵ及び各手段を動作させる制御命令を規定するプログラムで構成され
ている。ただし、以下の説明で、実際は実行制御手段を介してデータのやり取りを行う動
作も、説明の都合上、各手段が直接やり取りしているように説明することがある。
【００１８】
　　送受信手段００２は、超音波プローブ００１を駆動することで被検体を走査し、超音
波を送受信する（以下、これらの動作を単に「スキャン」ということがある。）。さらに
、送受信手段００２は、スキャンで得られたエコー信号を画像生成手段００３に送信する
。
【００１９】
　画像生成手段００３は、Ｂモード処理回路やＣＦＭ処理回路などを備えている。Ｂモー
ド処理回路はエコーの振幅情報の映像化を行い、エコー信号からＢモード超音波ラスタデ
ータを生成する。ＣＦＭ処理回路は動いている血流情報の映像化を行い、エコー信号から
カラー超音波ラスタデータを生成する。さらに、画像処理手段００３はデジタルスキャン
コンバータ（ＤＳＣ）を有し、超音波ラスタデータを直交座標で表される画像データに変
換して、直交座標系で表される画像を得る。さらに、画像生成手段００３は、生成した画
像データを切換手段００７及び書込手段００４に送る。
【００２０】
　記憶手段００５は、不揮発性メモリなどの書込み読み出しが高速に行えるが高価な第１
記憶手段０１５と、ハードディスクなどの書込み読み出しが低速であるが安価なため容量
の大きい第２記憶手段０２５で構成されている。そして、第１記憶手段０１５は超音波画
像の動画を１分程度記憶できる容量を有しており、第２記憶手段０２５は超音波画像の動
画を２分程度記憶できる容量を有している。この第１記憶手段０１５は高価であるため、
あまり容量を大きくできないことから、従来のシネメモリとほぼ同様の容量にしている。
また、第２記憶手段０２５の容量は、肝臓を基準に決められている。すなわち、肝臓はほ
とんど動かない臓器であるため、臓器の中で造影剤の広がりが最も遅い部位の一つである
。そして、この肝臓における造影剤が完全に行き渡るまでにかかる時間が約３分である。
そこで、この肝臓における造影剤広がりを比較確認するのに最大で必要な３分前の過去の
画像を出力できるように、本実施形態では、第２記憶手段０２５の容量を超音波画像の動
画を２分程度記憶できる容量にしている。これは、超音波画像の動画の容量は非常に大き
いため、あまり多くの超音波画像の動画を保存できるようにすると、膨大な第２記憶手段
０２５の容量が必要とされ、高コストになってしまうからである。この点、３分よりもも
っと以前の過去画像の動画が必要である場合には、第２記憶手段０２５をその容量に合わ
せて大きくしてもよい。また、コストと比較してより高速な画像出力を求める場合には、
第１記憶手段０１５を大きくしてもよい。
【００２１】
　書込手段００４は、ＣＰＵ及びその動作を規定するプログラムで構成されている。
【００２２】
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　実行制御手段０１２からの記憶手段００５への書き込み命令を受けて、書込手段００４
は、第１記憶手段０１５にデータを書込む空き容量が残っているか否かを判断する。第１
記憶手段０１５に空き容量が残っている場合には、書込手段００４は、画像形成手段００
３から受けた画像データを第１記憶手段０１５に書き込む。
【００２３】
　第１記憶手段０１５に空き容量が残っていない場合には、書込手段００４は、第２記憶
手段０２５の空き容量が残っているかいないかを判断する。第２記憶手段に空き容量が残
っている場合には、第１記憶手段０１５を検索し、第１記憶手段０１５に存在する一番古
い画像データを第２記憶手段０２５に書き込み、次に、第１記憶手段０１５に画像形成手
段００３から受けた画像データを第１記憶手段０１５に書き込む。第２記憶手段０２５の
空き容量が残っていない場合には、書込手段００４は、第２記憶手段０２５を検索し最も
古い画像データを消去する。次に、書込手段００４は、第１記憶手段０１５を検索し、第
１記憶手段０１５に存在する最も古い画像データを第２記憶手段０２５に書き込む。次に
、書込手段００４は、第１記憶手段０１５から該画像データを消去した後、第１記憶手段
０１５に画像形成手段００３から受けた画像データを第１記憶手段０１５に書き込む。
【００２４】
　以上のように、本実施形態では書込手段００４が第１記憶手段０１５及び第２記憶手段
０２５の空き容量をチェックし、空き容量がない場合に第１記憶手段０１５から第２記憶
手段０２５への古い超音波画像の移動及び、第２記憶手段０２５から古い超音波画像の消
去を行っているが、これは、書込手段００４が現在の第１記憶手段０１５及び第２記憶手
段０２５の空き容量を記憶していれば、書込手段００４は現在書き込もうとしている容量
を把握しているので、都度の検索を行わなくても、それらを比較することで第１記憶手段
０１５からの超音波画像の移動及び第２記憶手段０２５からの超音波画像の消去を行うこ
とができる。さらに、ＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ－Ｉｎ　／Ｆｉｒｓｔ－Ｏｕｔ）メモリなど
を使用することにより、書込手段００４は容量チェックを行わずに単に書き込んでいくこ
とで、容量を超過した超音波画像が自動的に古い順に削除されていく構成にすることもで
きる。
【００２５】
　読出手段００６は、ＣＰＵ及びその動作を規定するプログラムで構成されている。
【００２６】
　読出手段００６は、ユーザインタフェース００９に含まれる入力手段０１０を利用して
ユーザ又は操作者が指定した心拍数又は秒数を実行制御手段０１２から受けとる。ここで
、心拍数分の時間及びその秒数分の時間は３分以内の範囲で指定されている。本実施形態
では、記憶手段００５に記憶できる過去画像の動画が３分程度であるため、ユーザによる
心拍数又は秒数の指定範囲を３分以前までとしているが、これは記憶手段００５の容量に
依存するもので、記憶手段００５に記憶できる過去画像の動画の時間以内であれば指定可
能にすることができる。
【００２７】
　読出手段００６は、指定された心拍数分の時間又は指定された秒数が１分以内であれば
、指定された心拍数分の時間前、又は指定された秒数分の時間前の超音波画像の過去画像
の画像データを第１記憶手段０１５から読み出し、切換手段００７に送り、指定された心
拍数分の時間又は指定された秒数が１分より長く３分以内であれば、指定された心拍数分
の時間前、又は指定された秒数分の時間前の超音波画像の過去画像の画像データを第２記
憶手段０１５から読み出し、切換手段００７に送る。
【００２８】
　切換手段００７は、ＣＰＵ及びその動作を規定するプログラムで構成されている。
【００２９】
　切換手段００７は、入力手段０１０から入力された指示を実行制御手段０１２から受け
て、画像形成手段００３から受けた生成された直後の超音波画像の画像データ、すなわち
ライブ像だけを表示制御手段００８に送る場合と、ライブ像及び読出手段００６から受け
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た超音波画像の画像データ、すなわち過去画像の動画の双方を表示制御手段００８に送る
場合との切り替えを行う。
【００３０】
　表示制御手段００８は、通常は図２（Ａ）に示すように、切換手段００７から受けた生
成された直後の超音波画像の画像データに基づく動画であるライブ像２０１を、ユーザイ
ンタフェース００９に含まれる表示手段０１１に表示させる。この表示は、超音波画像の
実質的なリアルタイムで表示となる。ここで、実質的なリアルタイムの表示とは、超音波
画像を生成するのとほぼ同時に該超音波画像を表示手段０１１に表示させることである。
ここで、図２は超音波画像の動画の表示手段０１１への表示方法を説明するための図であ
り、図２（Ａ）はライブ像のみの表示を説明するための図、図２（Ｂ）はライブ像及び過
去の動画の並べた表示を説明するための図、図２（Ｃ）は図２（Ｂ）のライブ像及び過去
画像の動画の表示位置を入れ替えた表示を説明するための図である。
【００３１】
　図２（Ａ）に示すようにライブ像２０１のみを表示しているときに、ユーザ又は操作者
により入力手段０１０から入力されたライブ像２０１と過去画像の動画２０２の双方を並
べて表示する指示を実行制御手段０１２から受けた場合、切換手段００７からの画像デー
タを受けて、表示制御手段００８は、図２（Ｂ）又は図２（Ｃ）に示すように画像生成手
段００３から受けた画像データに基づくライブ像２０１と、読出手段００６から受けた画
像データに基づく過去画像の動画２０２を並べて表示手段０１１に表示させる。
【００３２】
　また、図２（Ｂ）又は図２（Ｃ）に示すようにライブ像２０１と過去画像の動画２０２
を並べて表示しているときに、ユーザ又は操作者により入力手段０１０から入力されたラ
イブ像２０１のみを表示する指示を実行制御手段０１２から受けた場合、切換手段００７
からの画像データを受けて、図２（Ａ）に示すように画像生成手段００３から受けたライ
ブ像２０１のみを表示手段０１１に表示させる。
【００３３】
　また、図２（Ｂ）に示すようにライブ像２０１を右側に、過去の動画２０２を左側に表
示させて並べて表示手段０１１に表示しているときに、ユーザ又は操作者により入力手段
０１０から入力されたライブ像２０１と過去の動画２０２の位置の入れ替えの指示を実行
制御手段０１２から受けた場合には、図２（Ｃ）に示すようにライブ像２０１を左側に、
過去の動画２０２を右側に表示させて並べて表示手段０１１に表示させる。これは、図２
（Ｃ）のように表示されているときも、同様に図２（Ｂ）に示すように表示されるよう入
れ替えることもできる。
【００３４】
　次に、本発明に係る超音波画像診断装置における画像の一時保存の動作を図３を参照し
て説明する。ここで、図３は本発明に係る超音波画像診断装置における画像の一時保存の
フローチャートを示す図である。
【００３５】
　ステップＳ００１：画像生成手段００３は、超音波プローブ００１を介して送受信され
たエコー信号を送受信手段００２から受け、そのエコー信号を基に超音波画像を生成する
。
【００３６】
　ステップＳ００２：書込手段０００４は、実行制御手段０１２からの書き込みの指示を
受け、第１記憶手段０１５に空き容量があるか調べる。空き容量がある場合にはステップ
Ｓ００６に進み、空き容量がない場合にはステップＳ００４に進む。
【００３７】
　ステップＳ００３：書込手段００４は、第２記憶手段０２５に空き容量があるか調べる
。空き容量がある場合にはステップＳ００５に進み、空き容量がない場合にはステップＳ
００４に進む。
【００３８】
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　ステップＳ００４：書込手段００４は、第２記憶手段０２５に記憶されている超音波画
像のうち古いものから順に、第２記憶手段０２５の容量を超過した分の超音波画像を削除
する。
【００３９】
　ステップＳ００５：書込手段００４は、第１記憶手段０１５に記憶されている超音波画
像のうち古いものから順に、第１記憶手段０１５の容量を超過した分の超音波画像を取り
出し第２記憶手段０２５に書き込み、第１記憶手段０１５に記憶されている該超音波画像
を消去する。
【００４０】
　ステップＳ００６：書込手段００４は、画像生成手段００３から受けた超音波画像を第
１記憶手段０１５に書き込む。
【００４１】
　次に、本発明に係る超音波画像診断装置における画像の表示の動作を図４を参照して説
明する。ここで、図４は本発明に係る超音波画像診断装置における画像の表示のフローチ
ャートを示す図である。
【００４２】
　ステップＳ１０１：画像生成手段００３は、超音波プローブ００１を介して送受信され
たエコー信号を送受信手段００２から受け、そのエコー信号を基に画像データを生成し、
該画像データを切換え手段００７に送る。
【００４３】
　ステップＳ１０２：表示制御手段００８は、生成された超音波画像を切換手段００７か
ら受け取り、表示手段０１１に表示させる。
【００４４】
　ステップＳ１０３：切換手段００７は、入力手段０１０からライブ像と過去の動画を並
べて表示する指示を受けたかを判断する。ライブ像と過去の動画を並べて表示する指示が
ある場合にはステップＳ１０４に進み、指示がない場合にはステップＳ１０９に進む。
【００４５】
　ステップＳ１０４：読出手段００６は、入力手段０１０からの心拍又は秒数の指定を受
けて、記憶手段００５からその心拍分前又はその秒数前の過去の超音波画像の画像データ
を読み出し、切換手段００７に該画像データを送る。
【００４６】
　ステップＳ１０５：切換手段００７は、画像生成手段００３及び読出手段００６から画
像データを受け取り表示制御手段００８に送る。表示制御手段００８は、切換手段００７
から送られてきたライブ像及び過去の動画を受け取り、ライブ像と過去の動画を並べて表
示手段０１１に表示させる。
【００４７】
　ステップＳ１０６：実行制御手段０１２は、入力手段０１０からライブ像と過去の動画
の位置を入れ替える指示を受けたかを判断する。ライブ像と過去の動画の位置を入れ替え
る指示がある場合にはステップＳ１０７に進み、指示がない場合にはステップＳ１０８に
進む。
【００４８】
　ステップＳ１０７：表示制御手段００８は、ライブ像と過去の動画の位置を入れ替えて
表示手段０１１に表示させる。
【００４９】
　ステップＳ１０８：切換手段００７は、入力手段０１０からライブ像のみの表示の指示
を受けたかを判断する。ライブ像のみの表示の指示がある場合にはステップＳ１０２に進
み、指示がない場合にはステップＳ１１０に進む。
【００５０】
　ステップＳ１０９：実行制御手段０１２は、検査終了か否かを判断し、終了しない場合
にはステップＳ１０２に進み、検査終了の場合には超音波画像表示の動作を終了する。
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【００５１】
　ステップＳ１１０：実行制御手段０１２は、検査終了か否かを判断し、終了しない場合
にはステップＳ１０４に進み、検査終了の場合には超音波画像表示の動作を終了する。
【００５２】
　本発明に係るプログラムは、以上のような超音波診断装置における超音波画像の一時保
存、ライブ像のみの表示、ライブ像と過去画像の動画の双方の表示、及び表示の切換え、
といった動作を規定した構成を有するプログラムである。
【００５３】
　以上のように、ユーザの指示を受けて、一定時間前の過去の動画及びライブ像の並べた
表示とライブ像のみの表示を切り替えることができる。これにより、通常はライブ像を大
きな画像で細かい部分まで確認でき、必要なときに即座に過去の画像とライブ像を比較し
ながら経過を確認できるため、正確で効率的な診断が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置のブロック図
【図２】超音波画像の動画の表示手段への表示方法を説明するための図　（Ａ）ライブ像
のみの表示を説明するための図　（Ｂ）ライブ像及び過去の動画の並べた表示を説明する
ための図　（Ｃ）ライブ像及び過去の動画の表示位置を入れ替えた表示を説明するための
図
【図３】第１の実施形態に係る超音波画像診断装置における超音波画像の一時保存のフロ
ーチャートを示す図
【図４】第１の実施形態に係る超音波画像診断装置における超音波画像の表示のフローチ
ャートを示す図
【符号の説明】
【００５５】
００１　超音波プローブ
００２　送受信手段
００３　画像生成手段
００４　書込手段
００５　記憶手段
００６　読出手段
００７　切換手段
００８　表示制御手段
００９　ユーザインタフェース
０１０　入力手段
０１１　表示手段
０１２　実行制御手段
０１５　第１記憶手段
０２５　第２記憶手段
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